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問 社会福祉課☎0823-43-1638
　「手話に興味がある」「手話をはじめてみたいな」と思われ
る方、手話を必要とする聴覚障がい者とのコミュニケーション
方法を一緒に学んでみませんか？
対象者　　手話に興味・関心のある方
　　　　　※初心者でも安心して学んでいただけます。
　　　　　※ 受講日程が７割以上の方には「修了証」を授与。
日時　４月27日㈯～９月14日㈯　※毎週土曜日開催
　　　午後１時30分～午後３時30分（全20講座）
場所　能美保健センター　１階（集団指導室）
定 員　20名（ 定員を超えた場合は、抽選になります。受講の

可否をお知らせします。）
受講料　 無料　※テキストをお持ちでない方は、テキスト代

（３,３００円）が別途かかります。受講日、初日に
お持ちください。

申 し込み方法　受講申込書（市ホームページからダウンロード
可）にご記入のうえ、次の宛先までFAX・郵便または持参
によりお申込みください。

　〒737-2297　江田島市福祉保健部社会福祉課
　「手話奉仕員養成講座（入門課程）」宛
　☎ 0823-43-1638　FAX 0823-57-4432
募集期間　４月15日㈪まで

  　はじめての“手話”
　【手話奉仕員養成講座(入門編)】

広島弁護士会の無料法律相談
問 総務課☎ 0823-43-1111 ㈹

日時　４月 11 日㈭午後１時～４時
場 所　能美市民センター（能美町中町）
人数　５人（１人 30 分）
申し込み順で、４月１日㈪から総務課
で受け付け。

募集

問 地域支援課☎0823-43-1637
　４月から江田島町において、古紙・布
類の回収が一部変更になります。住民の
皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご
理解・ご協力のほどよろしくお願いいた
します。
毎月第１水曜日
　小用・切串・幸ノ浦・大須・津久茂・
宮ノ原・江南・秋月・術校
毎月第３水曜日
 　中央（山田・中郷・向側・矢ノ浦）・
鷲部
※ 太字・下線の地区については、矢ノ浦

地区は第１水曜日から第３水曜日への
変更、その他の地区は４月から新たに
委託業者による収集となる地区です。

※ 自治会が回収を行いませんので、お近
くのごみステーションや古紙・布類の
収集場へ出してください。

江田島地区の古紙・布類
の回収が変更になります

通信販売はクーリングオフできません

消費生活相談ファイル消費生活相談ファイル
問 消費生活相談窓口専用ダイヤル☎0823-43-1843

■事例
　インターネット通販で靴を購入した。大きめのサイズ
を注文したが履いてみると窮屈だった。返品したいと
メールしたところ「返品できない。利用規約にも書いて
ある」との返事だった。確かに利用規約には返品不可の
記載があったので、「それならクーリング・オフした
い」と伝えたが、「通信販売にはクーリング・オフの適
用はない」と回答が来た。
■注意するポイント
▶ インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売

には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品
の可否や条件についての特約があればそれに従うことにな
ります。

▶ 特約がない場合は、商品を受け取った日を含む８日以内で
あれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品可能な
場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商
品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。

▶ 通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや
返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。

◆ひとりで悩まず、まず相談を！
　消費生活相談窓口専用ダイヤル　☎0823-43-1
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◆消費生活相談員による相談受付　毎週月～金曜日
　午前9時～正午・午後1時～4時(祝日・年末年始除く)

購入の際は、利用規約を確認！購入の際は、利用規約を確認！
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問 下水道課☎0823-42-3911
　下水道に流した場合、排水管が詰まったり、ポンプ場が故障したり、処理場
の機能が低下することで川や海を汚す原因となります。公共財産である下水道
を正しく利用することで、自然や生活環境をより良く保ち、また下水道施設の
維持費の軽減が図れます。未来のこどもたちのため、市内にお住まいの皆さま
のご協力をお願いします。

下水道に流してはいけないもの
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